
ⅦⅦ サービス提供上の留意点とサービス提供上の留意点と
苦情対応のポイント苦情対応のポイント



1 共通する苦情の要因
介護サービスの種別を問わず苦情に至るケースには、以下のような共通した要因が見受けら
れる。事業者は日頃から苦情が発生しやすい場面を想定し、十分な予防措置を講じることが重
要である。

そこで、共通する苦情要因の解消に向け、ワンポイントアドバイスとして、各要因別に役立
つ情報を専門家からいただき、コラムとして紹介する。

POINT！POINT！ ワンポイントアドバイザー　
� 国保連介護サービス苦情処理委員会委員　望月　太敦 氏
� （社会福祉法人 三育ライフ 杉並エリアマネジャー）
� （公益社団法人 東京都介護福祉士会 副会長）

 （１）利用者、家族への説明不足 
介護サービスの提供が適切に行われていたとしても、説明が不十分だったために苦情となる
例が多く見受けられる。また、事業者としては十分説明をしたつもりでも、利用者等に十分理
解されないまま介護サービスが行われたために苦情となる場合もある。口頭での説明だけでな
く､書面による説明を併せて行うなど、利用者等が理解しやすい方法を工夫し、利用者等の同
意を得ることが重要である。

POINT！POINT！ 利用者・家族へのサービス提供時の説明について
利用者や家族は、サービスを利用するにあたり、事業所に対して期待していることがあ
ります。リハビリの機会や他者とのコミュニケーション機会、認知症に伴う行動障害を和
らげてほしい等、利用者本人や家族が期待する支援は様々です。また、本当は他に利用し
たい事業所があるけれど空きがないため、やむを得ず利用開始することもあるでしょう。
一方で、事業所側には利用者保護の緊急性の高さや、多くの方に利用していただきたい等
の考えから、運営方針や職員配置を十分に説明できないまま利用者をすぐに受け入れるこ
ともあります。しかし、不十分な説明のまま受け入れを優先することは、後のトラブルに
なることもあります。

たとえば、転倒による骨折歴のある利用者について、「２度と転倒して骨折させたくな
い」という思いを抱いている家族は少なくありません。そのため、自宅にいるよりも、専
門職に見守られている環境の方が安全と考えて利用することがあります。専門職を配置す
る事業所は、極力転倒せずに本人が動作しやすい安全な環境をつくることはできます。し
かし、実際には、他の利用者もいるため、1人の利用者を常に見守りすることは困難で
す。このような環境では、利用者の転倒を完全に防ぐことができるとは言い切れません。

そのため、利用者側の期待に対して、事業所側の「できること」と「できないこと」を明
確にする必要があります。上述の利用者の見守りについては、利用定員に対して職員配置数
に限りがあるため、全ての利用者を常に見守ることは難しいことを説明する必要があるで
しょう。しかし、利用契約や計画書等の説明の中で、「希望すれば、いつでもすぐに対応しても
らえる」と利用者や家族に誤解されてしまっては、苦情につながるケースも少なくありません。
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●事業所の理念と利用者側のニーズが一致しているか確認する。
●利用開始前にあたっては、事業所の「できること」と「できないこと」の理由を具
体的に伝える。
●説明者は、専門的な用語を多用せず、説明内容が相手に伝わっているか確認する。

●利用者の身体面だけでなく、周囲の環境面も評価する。
●利用者の心理面は、多職種で評価し共有する。
●障害や疾患に対する相手の受け止め方を把握する。

 （２）利用者の状態把握の不足 
利用者の心身の状態や介護上の注意点等について的確に把握し、必要に応じて居宅サービス
計画書など各種サービス計画書を見直していくことは、事故や状態悪化等の防止や早期発見の
ためにも重要である。

POINT！POINT！ 利用者の身体面・心理面の状態把握について
事業所では、利用者一人ひとりに対して、個別支援計画書等を作成していますが、その
際、利用者の身体面の状態把握だけでは十分とはいえません。

たとえば、自宅内と事業所では歩行状態が異なる利用者がいた際、歩行環境の違いを検
討する必要があります。自宅内では歩行時に両手を使って壁など常にどこかに触れて身体
を支えることで歩行状態を安定させているかもしれません。そのような場合、自宅よりも
広い事業所内では、歩行環境を工夫する必要があります。「支えれば歩行可」という利用
者の状態像も、どのような環境の中でどのような動作をしているかを把握しなければ、事
故につながります。

また、利用者の心理面は、身体面に比べて見えにくく、十分に把握することは困難で
す。認知症による行動障害では、専門職による評価が異なることもあるでしょう。行動障
害を本人の意思表示として考える視点もあれば、介護負担として軽減させることを優先さ
せることもあります。

さらに、記憶障害等の症状が出現しているものの認知症の診断はされていない場合、周
囲が使う「認知症」という言葉が本人や家族を不安にさせることがあります。そのため、
本人や家族の前で使う言葉や表現についても配慮しなければなりません。障害や疾患に対
する受容ができているかという心理面の状態把握は、身体面の状態把握とともに多職種で
検討し、共有することが重要です。

また、専門用語を多用することは、相手に正しく伝わらないことがあります。事業所が
時間をかけて丁寧な説明を心がけたとしても、利用者や家族が内容を理解できていなけれ
ば、結果として「説明を受けていない」と受け止めてしまいます。そのため、サービス利
用においては、運営方針とニーズが一致しているか、事業所の説明が相手に伝わっている
かを確認することが重要です。
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 （３）利用者、家族の要望把握の不足 
利用者、家族の意向や要望の把握が不足していたために､適切な介護サービスが行われてい
ないとの苦情が発生するケースが見受けられる。
サービス担当者会議や日頃からの聞き取りにより、利用者等の要望の的確な把握に努めると
ともに、特に利用者の状態が不安定で、その変化が予想されるときには、変化に応じた要望の
把握に努め、把握した要望については、必ず記録に残し、関係者間で情報共有することが重要
である。

POINT！POINT！ 利用者・家族の様々な要望の丁寧な把握について
事業所への要望は、利用者と家族で一致しているとは限りません。また、本人と家族の
要望が一致しているように聞こえても、本心は異なることがあります。

たとえば、利用者が自宅に一人でいることを心配している家族であれば、事業所を利用
している時間は安心です。しかし、利用者本人にとって利用目的が明確でなければ、「私
は一人で家にいることができる」と利用を拒むことがあるでしょう。また、リハビリ目的
で事業所を利用しているにも関わらず、満足できるリハビリの機会がなければ不満につな
がります。利用者の年代によっては、「年寄り扱いするな」と主張することもあるでしょ
う。このような場合、利用の必要性を説くのではなく、利用の動機を明確にするサポート
が大切です。

このように利用者や家族の要望は様々であり、リハビリの機会や安心できる場所の確
保、入浴ニーズ等もあれば、他者と会話を楽しむなど社会性を求めていることもありま
す。また、本人と家族の要望が異なる際は、中立的な立場で双方の意向のバランスを保つ
ことが大切です。さらに、家族内で要望が異なることもありますので、主に事業所と連絡
を取り合うキーパーソンの存在も必要です。利用者と家族の要望については、それぞれの
立場から把握し、事業所を利用するに至った背景から丁寧に確認することが重要です。

●支援者側の価値観を排除し、利用者本人と家族の要望をそれぞれ整理して把握する。
●家族内で要望が異なることもあるため、家族の中でキーパーソンを確認する。
●要望は言葉だけで判断せず、その背景についても把握に努める。
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 （４）情報共有・連携・検討の不足 
利用者等の意向や要望への対応、事故防止策の検討など、職員間で必要な情報の共有や連
携・検討ができていないことなどに起因する苦情や事故等が見受けられる。
利用者に安全で適切なサービスを提供するためには、事業所内において、職種間における情
報の共有化及び連携を図るとともに、共有した情報を検討し、介護サービスの改善につなげて
いくことが必要である。

POINT！POINT！ 事務所内での情報共有、連携の重要性について
利用者や家族が事業所職員に伝えたことは、一個人に知ってほしいのではなく、事業所
に対して伝えていることがあります。そのため、A職員に伝えたことをB職員が知らなけ
れば、利用者や家族は、事業所の情報共有体制に不安を感じることでしょう。また、家族
に対して事業所からの連絡や報告についても職員間の共有が必要です。A職員から利用者
の様子について電話があった後、同日にB職員から同様の内容の電話報告があれば、事業
所内の連携に不安を感じます。このような状況は、一見すると起こりにくいように思えま
すが、職種間の連携が不十分だとよく起こることです。

たとえば、介護職員が利用者の生活面について家族へ報告することがあります。また、
看護職員が利用者の健康面で家族へ連絡することもあるでしょう。他にも事務連絡等で相
談員から連絡することもあります。それぞれの職種が同日に家族へ連絡した場合、電話の
受け手からすれば、1日に３度も事業所から電話があったことになります。また、先に電
話連絡をした別の職員の説明内容について家族が尋ねた際、電話した事実を把握していな
ければ、事業所内の情報共有のあり方に疑問を感じることでしょう。
さらに、職種間で家族に対する説明が異なれば、事業所に対する不信につながります。

これらは、電話連絡に限りません。対面や記録を通して情報共有することもあります。
そのため、事業所の中で、チームの中心となって情報をまとめ、連携の核となる職員を確
認して、対応することが重要です。

●利用者や家族からの要望や意見は、一個人の情報に留めず、事業所全体で共有する
時間を設ける。
●利用者や家族への伝達は、事前に事業所内で検討するとともに、重複内容がないか
確認する。
●情報共有や連携の中心となる職員を決めて対応する。
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 （５）記録の不備 
記録は、事業者が提供したサービスの具体的内容や利用者の状態を的確に把握するために必
要なものである。また、利用者等から介護サービス提供状況等の説明を求められた際の説明資
料となり、事故、状態悪化、苦情等の対応状況を明らかにする資料にもなる。
事業者は、研修等を通じて必要な情報が的確に記録できるよう職員を教育指導することが重
要である。

POINT！POINT！ 記録の重要性と留意点について
記録は利用者を支援したことの証明です。記録がなければ、支援の証明ができないた
め、トラブルになります。また、利用者・家族の要望や事業所の説明についても丁寧に記
録しておけば、「言った」、「聞いていない」等のトラブルになることは少なくなります。
そのため、記録内容から事実が読み取れる記述が重要です。

しかし、担当者が各々の視点で事実を記録すれば良いわけではありません。利用開始直
後は帰宅欲求の多かった利用者が、いつの間にか事業所で安心して過ごしている場面は多
くみられます。その際、どのような支援を継続したことが利用者の落ち着きに結びついた
のか、個別支援計画書等に沿った記録がなければ、支援を振り返ることは困難です。ま
た、急な利用者の体調変化があった際も、記録に不備があれば、変化の兆候を確認するこ
とができなくなります。

さらに、利用者や家族に対して情報提供を目的とする記録があります。このような場合
は、相手にとって分かりやすい記述になっているか留意が必要です。

たとえば、医療用語など専門職同士で用いる言葉があります。これらの専門用語は、簡
潔に利用者の状態像を共有する上では必要です。しかし、利用者や家族からすれば、専門
用語を理解することは難しいでしょう。また、処方薬については、薬剤名を正しく記録し
なければなりません。ジェネリック薬を先発医薬品の名称で記録しては、医療職の指示薬
と手元の薬を照合できず、薬を間違えたのではないか等、大ごとになることもあります。
そのため、記録は、利用者や家族が後で確認しても、分かりやすい正確な記述が重要です。

●事業所の支援を証明するために事実を記録する。
●支援内容の記録は個別支援計画等に沿っているか確認する。
●利用者や家族が、記録を読み返した際に内容が伝わる記述を心がける。
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2 介護サービス種類別の留意点
 （１）居宅介護支援 
居宅介護支援は、利用者、家族が各種居宅サービスを適切に利用するための制度上の「要」
である。その担い手である介護支援専門員（ケアマネジャー）は、計画に基づく介護サービス
の提供が適切に実施され、要介護者等が可能な限り居宅で自立した生活を営めるよう、公正中
立な立場で介護サービス事業者との総合的な調整を図る役割がある。
しかし、利用者の心身の状況やニーズの把握が不十分なまま居宅サービス計画を作成した
り、利用者等と介護サービス事業者との調整不足や関係機関等との連携不足のために苦情とな
る例が見受けられる。
適切な居宅サービス計画の作成、介護サービス利用の調整等を行うためには、利用者の自立
した日常生活に向けた支援を行う上で、適時適切な解決すべき課題の把握（アセスメント）と
提供される介護サービスの実施状況の把握（モニタリング）が必要である。特に、独居の利用
者の場合、離れて暮らす家族と介護サービス事業者との認識に食い違いが生じないように、家
族との連携も適時適切に行うことが重要である。
また、医療の必要性が高い利用者も多いことから、医療系サービスを含む介護サービス全般
の知識を一層深めるとともに、医療機関等との適切な連携が求められている。

①利用者の状態把握と居宅サービス計画の作成
　居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況や環境、利用者等の要望等
を適切に把握し、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、解決すべき課題を
アセスメントし、必要な介護サービスを計画に位置付けることが必要である。

（区市町村で定める条例）

②サービス担当者会議の開催
　居宅サービス計画を効果的かつ実現可能なものとするために、利用者、家族の参加を基
本とし、各サービス担当者からなるサービス担当者会議を開催し､利用者の状況等に関す
る情報共有及び介護サービス等の調整を図ることが重要である。特に利用者の状態変化
や、介護サービス提供上の問題があった場合は、介護サービス事業者等と連携してサービ
ス担当者会議を開催し、居宅サービス計画の変更等を行う必要がある。

（区市町村で定める条例）
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③利用者、家族への居宅サービス計画の説明・同意と交付
　居宅サービス計画の原案をもとに、支援の内容や費用について、利用者等が内容を理解
できるよう丁寧な説明を行い、同意を得て計画書を交付する必要がある。また、必要に応
じて計画を変更する際も同様である。

（区市町村で定める条例）

④モニタリング
　居宅サービス計画の実施状況の把握は、利用者の状態やサービス提供上の課題を把握
し、調整等を行う上で大変重要である。居宅サービス計画作成後は、必要な介護サービス
の提供が確実に行われるよう、少なくとも月１回は利用者宅で面接を行うなどモニタリン
グを行い、記録に残す必要がある。

（区市町村で定める条例）

⑤記録の整備
　記録は、居宅介護支援に係る実施経過を示すものであり、介護サービスの評価及び質の
向上に役立つ。居宅サービス計画の根拠となるアセスメントやモニタリングの記録を適時
適切に作成するとともに、利用者等、介護サービス事業者及び関係機関との連絡状況､介
護サービスの実施状況、居宅支援経過等の記録を整備し、保存しなければならない。

（区市町村で定める条例）

 （２）訪問介護 
訪問介護は利用件数が多く、在宅介護の柱となる介護サービスである。
介護サービスの提供時間が守られないことや依頼した内容が行われない等、訪問介護員の資
質にかかわる苦情がある。その一方で、介護支援専門員との連携や計画の変更をせず利用者等
からの依頼を引き受けてしまい、介護サービスの調整不足として苦情となる場合もある。
また、介護サービス提供中に物を壊した、物が紛失したなど訪問介護員が利用者等から疑念
を抱かれるケースや、苦情から契約解除に発展し、その解除方法を巡ってさらなる苦情となる
ケースも見受けられる。
そのほか、介護保険サービスと自費負担によるサービスを組み合わせて利用している場合、
時間や介護内容の区分けが不明確であったことから利用方法を巡って苦情となることもある。
このように苦情は、訪問介護員相互の連携やサービス提供責任者との連携不足､利用者等へ
の説明不足に起因するものが多く、サービス提供責任者が介護サービスの実施状況を的確に把
握するとともに、介護支援専門員や利用者等との調整を適時適切に行う必要がある。
また、事業所は、介護サービス提供についてのカンファレンスの実施や研修の充実などに
よって、個々の訪問介護員の力量を高めるとともに、管理者やサービス提供責任者が適切に管
理責任を果たすことが重要である。とりわけ、サービス提供責任者は､利用者の介護サービス
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にかかわる調整や訪問介護計画の作成､訪問介護員への介護サービス内容の指示や業務管理な
ど訪問介護サービスの指南役として大きな役割と責務を持っている。管理者は､サービス提供
責任者がその機能を十分に果たせるよう体制を整備する必要がある。

①管理者及びサービス提供責任者の責務
管理者は、訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に
対して運営基準等を遵守させるために必要な指揮命令を行う必要がある。
また、サービス提供責任者は訪問介護の利用申込みに係る調整、利用者の状態変化や介
護サービスに関する意向の定期的な把握、サービス担当者会議への出席等により、居宅介
護支援事業者等との連携を図る必要がある。

（東京都条例第111号　第８条　管理者及びサービス提供責任者の責務）

②介護サービスの内容の説明と訪問介護計画の作成
事業者は、介護サービス開始時に、利用者等に重要事項を記した文書を交付し、介護
サービス提供体制等について説明し、同意を得る必要がある。
また、サービス提供責任者は、利用者の状況を把握し､必要な介護サービスの内容につ
いて検討を行い、居宅サービス計画の内容に沿った訪問介護計画を作成する必要がある。
その上で、同計画書に記載した介護サービスの内容について利用者等に説明を行い、同意
を得て交付する必要がある。

（東京都条例第111号　第12条　内容及び手続の説明及び同意）
（東京都条例第111号　第28条　訪問介護計画の作成）

③介護サービス実施状況の把握
介護サービスを提供した際には､できるだけ具体的に内容を記録し、客観的にサービス
提供の事実が分かるようにする必要がある。その上で利用者に説明するなどの対応が必要
である。
また、管理者及びサービス提供責任者は、訪問介護員の介護サービスの実施状況を確認
する必要がある。

（東京都条例第111号　第８条　管理者及びサービス提供責任者の責務）
（東京都条例第111号　第23条　サービスの提供の記録）
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 （３）通所介護、通所リハビリテーション 
通所介護、通所リハビリテーション（以下「通所系サービス」という。）は､利用者の社会
的孤立感の解消､心身機能の維持及び家族の介護負担軽減を図るなど、在宅での生活を支える
上で重要な介護サービスである。
通所系サービスでは、送迎時や介護サービス提供中に起きた事故への対応や、利用者の状態
悪化時の対応、また説明不足等を原因とする苦情が多く見受けられる。
通所系サービスは､利用者が一定時間家族から離れて介護サービスを受けるため、介護サー
ビス提供中の利用者の状態悪化や事故発生の際には､家族への迅速な連絡と丁寧な説明が不可
欠である。
また、利用者に安全で安心な介護サービスを提供するためには、日頃から利用者の状態を的
確に把握するとともに、家族や介護支援専門員等との連携を密に行うことが大切である。さら
に、緊急時の対応や安全配慮に関しても利用者等と十分に話し合い、理解を得ておく必要があ
る。

④関係機関との連携
事業者は、日頃から、サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員、その他の関係機
関との協力体制を構築しておく必要がある。
また、利用者等とも日頃から連携を密にするなど、信頼関係の構築を図っておく必要が
ある。

（東京都条例第111号　第18条　居宅介護支援事業者等との連携）

⑤訪問介護員等の資質の向上
管理者は､訪問介護員としての倫理や介護の知識、技術について、事業所内で勉強会を
開催するなど、従業者の定期的な研修参加の機会を確保し、職員の資質を向上させる必要
がある。

（東京都条例第111号　第８条　管理者及びサービス提供責任者の責務）

①利用者の状態把握と適切な通所介護計画の作成
介護サービス提供にあたっては、利用者の心身の状況や他の介護サービスの利用状況等
を把握し、利用者の状態及び希望に応じた適切な通所介護計画を作成し、その内容につい
て利用者等に説明した後、同意を得る必要がある。

（東京都条例第111号　第107条　通所介護計画の作成）
（東京都条例第111号　第112条（第17条準用）　心身の状況等の把握）

（＊指定通所介護の条例を例示。以降同様。）
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②適切な介護サービス提供と利用者及び家族との連携
介護サービスの提供にあたっては、介護サービスの提供方法及び内容等について、利用
者等に分かりやすく説明するとともに、利用者の状態を的確に把握し、相談援助等の生活
指導及び機能訓練等、必要な介護サービスを通所介護計画に基づき適切に提供する必要が
ある。

（東京都条例第111号　第106条　指定通所介護の具体的取扱方針）

③居宅介護支援事業者等との連携
通所系サービスは､利用者が在宅生活を送りながら利用する介護サービスであるため、
担当する居宅介護支援事業者等との連携が重要である。
また、サービス担当者会議に参加して他の事業所との情報交換に努めるなど、常に利用
者に適切な介護サービスが提供できるようにする必要がある。

（東京都条例第111号　第112条（第18条準用）　居宅介護支援事業者等との連携）

④状態悪化、事故等発生時の対応
利用者の状態が悪化した際には、速やかに主治医等に連絡を行い必要な措置を講じると
ともに、家族や介護支援専門員に迅速に連絡する必要がある。
事故等が発生した場合の対応方法については、あらかじめマニュアルを定めておくなど
工夫し、適時適切な対応をする必要がある。また、速やかに家族、区市町村及び居宅介護
支援事業者等に連絡を行い、一連の対応について記録しておくことも必要である。

（東京都条例第111号　第112条（第31条準用）　緊急時等の対応）
（東京都条例第111号　第110条の３　事故発生時の対応）

（通所介護事業所等で提供する宿泊サービス）
在宅での介護が困難になった時に受け入れる施設の不足を背景に、通所介護事業所が、
日中、高齢者に通所介護サービスを提供し、そのまま夜間に介護保険外の宿泊サービスを
提供する「宿泊サービス付き通所介護」がある。
「宿泊サービス付き通所介護」の利用者にとっては、日中の介護サービスと夜間の宿泊
サービスとの法的な位置付けの違いが分かりにくいため、事業者は、利用者が安心して
サービスを受けられるよう、丁寧かつ十分な説明を行い、利用者等の理解を得ることが必
要である。
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 （４）短期入所生活介護、短期入所療養介護 
短期入所生活介護、短期入所療養介護（以下「ショートステイ」という。）は、施設に短期
間入所することで、家族の介護負担の軽減を図るなど、居宅での生活を支える上で重要な介護
サービスである。
ショートステイでは、介護サービス利用中の状態悪化や転倒等の事故による苦情が見受けら
れる。ショートステイは、利用者にとっては急激に生活環境が変化するため、心身の状態が不
安定になりやすく、また、環境が異なることで事故等が起こりやすい。同じ利用者が繰り返し
利用する場合も多いため、利用者の心身の状況が前回利用時と変わっていないとの思い込みか
ら事故が発生した事例もある。
利用者の受け入れに当たっては、現在の心身の状況及び介護サービス提供上の留意点等を十
分に把握するとともに、適切な介護サービス提供方法への変更などの対応が必要である。
また、職員間でそれらの申し送りを丁寧に行うなど情報の共有を図ることも事故を防止する
上で不可欠である。
さらに、利用者の状態が変化した際、どのような場合に家族に連絡をするのか、緊急連絡先
と併せて事前に家族と申し合わせておくことも重要である。

①利用者の状態把握と適切な短期入所生活（療養）介護計画の作成
利用者に安心して介護サービスを受けてもらうためには、利用者、家族、介護支援専門
員等から、利用者の心身の状況や居宅での介護サービスの利用状況について情報を収集し
た上で、短期入所生活（療養）介護計画を作成する必要がある。繰り返し利用する場合
も、その都度、利用者の状態を把握し計画を作成する必要がある。
東京都条例第111号　第167条（第17条準用・短期入所生活介護）
　　　　　　　　　　第203条（第17条準用・短期入所療養介護）心身の状況等の把握
東京都条例第111号　第156条（第180条）（短期入所生活介護（ユニット））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短期入所生活介護計画の作成
　　　　　　　　　　第195条（短期入所療養介護）　短期入所療養介護計画の作成
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②状態悪化、事故等への対応
利用者の状態が悪化した際には、医師及び看護職員を中心に、主治医、協力医療機関等
に迅速に連絡するなど必要な措置を講じるとともに、家族や介護支援専門員に迅速に連絡
する必要がある。
事故等が発生した場合の対応方法については、あらかじめマニュアルを定めておくなど
工夫し、適時適切な対応をする必要がある。また、一連の対応について記録しておくこと
も必要である。

（東京都条例第111号　第163条（短期入所生活介護）　緊急時等の対応）
東京都条例第111号　第167条（第180条）（第39条準用・短期入所生活介護（ユニット））
　　　　　　　　　　第203条（第39条準用・短期入所療養介護）事故発生時の対応

⎛
⎜
⎝

⎞
⎜
⎠

 （５）特定施設入居者生活介護 
特定施設入居者生活介護は､施設により入居費用やサービス提供形態が異なるため、利用者
等にとっては、提供される介護サービスの内容等が分かりにくくなっている。
また、職員の配置や医療対応など、利用者が期待している介護サービスが受けられないな
ど、入居時の説明不足によって苦情に発展するケースも見受けられる。
入居後のトラブルを防止するためには、入居前に、入居契約と介護サービスにかかわる契約
内容及び提供される介護サービスの範囲等について、利用者等が理解できるよう丁寧かつ十分
な説明を行うことが必要である。

①重要事項の説明
重要事項説明書には、介護サービスの内容や人員体制、利用料、その他費用の額、医療
対応等について分かりやすく記載するとともに、利用者等が理解できるよう懇切丁寧に説
明した上で、契約する必要がある。

（東京都条例第111号　第223条　内容及び手続の説明並びに契約の締結等）

②介護サービスについての説明
提供される介護サービスの内容や提供方法等について、利用者等に分かりやすく説明
し、理解を得ることが必要である。

（東京都条例第111号　第227条　指定特定施設入居者生活介護の取扱方針）
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〈サービス付き高齢者向け住宅〉
有料老人ホーム等の特定施設では、「特定施設入居者生活介護」の提供にかかわる契約
を締結することで包括的な介護サービスが受けられ、苦情相談対応も特定施設が行う。
一方、特定施設に該当しない一部のサービス付き高齢者向け住宅では、利用者は自由度
が高い生活ができる反面、介護保険を利用する際には、居宅介護支援事業所と契約し、さ
らに必要な介護サービス毎に指定介護事業者と契約を締結する必要がある。そのため、介
護サービスに関する苦情相談もそれぞれの事業所が行うこととなるが、苦情を受けた事業
者は、サービス付き高齢者向け住宅の事業者と情報共有が必要な場合もある。

 （６）介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 
介護保険制度は、介護を要する状態となっても、できる限り自立した生活を営めるように、
必要な介護サービスを総合的・一体的に提供する仕組みであり、在宅で介護することが困難と
なった要介護者に対しても、介護老人福祉施設､介護老人保健施設､介護療養型医療施設及び
介護医療院（以下「施設」という。）が用意されている。
施設では、転倒等の事故発生時や入所者の状態悪化時の対応及びその際の家族への連絡につ
いて苦情となることが多い。その他にも、私物の紛失、職員の言動などへの苦情が見受けられ
る。
苦情に至る原因には、入所者の心身状況やリスク情報（事故歴、行動特性など）及び家族の
要望の認識不足、職員の技能不足、緊急時の対応の遅れ、入所者等への説明不足などがある
が、日頃から、施設と入所者及び家族との信頼関係が十分築けていなかったことも一因である
ことが多い。苦情の原因及び再発予防策について施設として検討し、研修の充実、緊急時の対
応の見直し、入所者等への丁寧な説明、職員間における入所者情報の共有に努めることが大切
である。特に、事故については、状況の正確な把握とさまざまな角度（環境・人・物等）から
の分析が重要である。その上で、再発防止策を検討することが必要である。
施設サービスにおいては、医療対応について家族等に十分に伝わっていないことから、入所
者の状態悪化時の対応等に関する苦情が多く発生している。入所時には、施設の概要及び施設
でできる医療対応の範囲等、施設サービスに関する重要事項を家族が理解できるよう丁寧に説
明した上で、同意を得ておくことが必要である。

202



Ⅶ

①入所者の状態の把握
入所にあたっては、入所申込者にかかわる居宅介護支援事業者に対する照会等により、
当該入所申込者の心身の状況、生活歴等を把握する必要がある。

（東京都条例第41号　第11条　入退所）
（＊指定介護老人福祉施設の条例を例示。以降同様。）

②施設サービス計画の作成と入所者、家族への説明
施設サービス計画は、入所者の生活の質に直接影響する重要なものであることを十分に
認識して適切なアセスメントをした上で作成する必要がある。
また、計画内容について、入所者等に丁寧に説明し､同意を得る必要がある。さらに、
入所後も、入所者の心身の状態や介護サービスの提供の状況について､家族に対し適時適
切に説明する必要がある。
特に状態悪化時に、身体状況やその後の方針を説明する際には、出来るだけ医師や看護
職員から説明するとともに、家族の心情を汲み取り、分かりやすく思いやりのある言葉を
用いるなど、きめ細かい配慮が求められる。

（東京都条例第41号　第８条　計画担当介護支援専門員の責務等）
（東京都条例第41号　第23条　相談及び援助）

③適切な介護サービス提供、記録の活用、職種間の連携
入所者の状態に応じた必要な介護を行うとともに､介護内容や入所者の状態について正
確に記録することが必要である。さらに、入所者の状態の変化や状態悪化時に適切に対応
できるよう記録を活用し、施設職員で情報を共有・連携し、常に介護サービスの質の改善
を図る必要がある。

（東京都条例第41号　第20条　指定介護福祉施設サービスの取扱方針）
（東京都条例第41号　第41条　記録の整備）

④状態悪化や事故への対応
事故が発生した際には、正確な状況の把握とともに、適宜適切な対応や家族への連絡を
行うことが必要になる。
また、再発防止の観点から、留意すべき症状や状態悪化時及び事故発生時の対応等につ
いてマニュアルを整備し、研修等を通じて、職員に周知する必要がある。

（東京都条例第41号　第38条　事故発生の防止及び発生時の対応）
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